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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、前記ＧＳＭネ
ットワークに加入した移動局を、前記ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にする一般
的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）であって、
　前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納する
ように構成されたデータベースと、
　プログラムロジックを実行し、前記移動局からパラメータを取得したかを判定するよう
に構成されたロジックユニットであって、前記パラメータは、前記一般的なグローバルゲ
ートウェイと移動局との間のイベントについて相互に合意された予め定めたイベントのカ
ウントを表すロジックユニットとを備え、
　前記ロジックユニットは更に、プログラムロジックを実行し、前記ＣＤＭＡネットワー
クからの登録通知が、一般的なグローバルゲートウェイタイマが満了になる前に受信され
たかを判定するように構成された一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項２】
　ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、前記ＧＳＭネ
ットワークに加入した移動局を、前記ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にする一般
的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）であって、
　前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納する
ように構成されたデータベースと、
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　プログラムロジックを実行し、前記移動局からパラメータを取得したかを判定するよう
に構成されたロジックユニットであって、前記パラメータは、前記一般的なグローバルゲ
ートウェイと移動局との間のイベントについて相互に合意された予め定めたイベントのカ
ウントを表すロジックユニットと、
　前記移動局が前記ＣＤＭＡネットワークを用いて通信することが許可されている期間を
判定するために、前記一般的なグローバルゲートウェイによって使用されるタイマと
を備えた一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項３】
　前記カウントは、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回
数を表し、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納
された数に等しい請求項１または２に記載の一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項４】
　前記ＣＤＭＡネットワークとショートメッセージサービスメッセージを送受信するよう
に構成されたショートメッセージサービスセンタを更に備えた請求項１または２に記載の
一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項５】
　前記移動局の位置を格納し、前記ＧＳＭネットワークから前記移動局へ到来する呼を、
前記一般的なグローバルゲートウェイを介して前記移動局へと経路付けることを可能にす
る位置決めレジスタを更に備えた請求項１または２に記載の一般的なグローバルゲートウ
ェイ。
【請求項６】
　ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、前記ＧＳＭネ
ットワークに加入した移動局を、前記ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にする一般
的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）であって、
　前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納する
手段と、
　プログラムロジックを実行し、前記移動局からパラメータを取得したかを判定する手段
であって、前記パラメータは、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアク
セスした回数を表しており、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセ
スした回数の格納された数に等しい手段とを備え、この手段は更に、プログラムロジック
を実行し、前記ＣＤＭＡネットワークからの登録通知が、一般的なグローバルゲートウェ
イタイマが満了になる前に受信されたかを判定するように構成された一般的なグローバル
ゲートウェイ。
【請求項７】
　ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、前記ＧＳＭネ
ットワークに加入した移動局を、前記ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にする一般
的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）であって、
　前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納する
手段と、
　プログラムロジックを実行し、前記移動局からパラメータを取得したかを判定する手段
であって、前記パラメータは、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアク
セスした回数を表しており、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセ
スした回数の格納された数に等しい手段と、
　前記移動局が前記ＣＤＭＡネットワークを用いて通信することが許可されている期間を
判定する手段と
を備えた一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項８】
　前記ＣＤＭＡネットワークとショートメッセージサービスメッセージを送受信するよう
に構成された手段を更に備えた請求項６または７に記載の一般的なグローバルゲートウェ
イ。
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【請求項９】
　前記移動局の位置を格納し、前記ＧＳＭネットワークから前記移動局へ到来する呼を、
前記一般的なグローバルゲートウェイを介して前記移動局へと経路付けることを可能にす
る手段を更に備えた請求項６または７に記載の一般的なグローバルゲートウェイ。
【請求項１０】
　ＧＳＭネットワークに加入した移動局を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にす
る前記ＧＳＭネットワークと前記ＣＤＭＡネットワークとの間の無線通信の方法であって
、
　前記移動局が一般的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）に
アクセスした回数の数を格納することと、
　前記移動局からパラメータを取得したかを判定することであって、前記パラメータは、
前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数を表しており、前
記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納された数に等
しいことと、
　前記ＣＤＭＡネットワークからの登録通知が、一般的なグローバルゲートウェイタイマ
が満了になる前に受信されたかを判定することと
を備えた方法。
【請求項１１】
　ＧＳＭネットワークに加入した移動局を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にす
る前記ＧＳＭネットワークと前記ＣＤＭＡネットワークとの間の無線通信の方法であって
、
　前記移動局が一般的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global gateway）に
アクセスした回数の数を格納することと、
　前記移動局からパラメータを取得したかを判定することであって、前記パラメータは、
前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数を表しており、前
記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納された数に等
しいことと、
　前記移動局が前記ＣＤＭＡネットワークを用いて通信することが許可されている期間を
判定することと
を備えた方法。
【請求項１２】
　ショートメッセージサービスのみのモードの場合、前記ＣＤＭＡネットワークとショー
トメッセージサービスメッセージを送受信することを更に備えた請求項１０または１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動局の位置を格納し、前記ＧＳＭネットワークから前記移動局へ到来する呼を、
前記一般的なグローバルゲートウェイを介して前記移動局へと経路付けることを可能にす
ることを更に備えた請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ＧＳＭネットワークに加入した移動局を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にす
る前記ＧＳＭネットワークと前記ＣＤＭＡネットワークとの間の無線通信の方法を実行す
るコンピュータプログラムによって実行可能な命令のプログラムを組み込んだコンピュー
タ読取可能媒体であって、前記方法は、
　前記移動局が一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納すること
と、
　前記移動局からパラメータを取得したかを判定することであって、前記パラメータは、
前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数を表しており、前
記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納された数に等
しいことと、
　前記ＣＤＭＡネットワークからの登録通知が、一般的なグローバルゲートウェイタイマ
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が満了になる前に受信されたかを判定することと
を備えたコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１５】
　ＧＳＭネットワークに加入した移動局を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能にす
る前記ＧＳＭネットワークと前記ＣＤＭＡネットワークとの間の無線通信の方法を実行す
るコンピュータプログラムによって実行可能な命令のプログラムを組み込んだコンピュー
タ読取可能媒体であって、前記方法は、
　前記移動局が一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を格納すること
と、
　前記移動局からパラメータを取得したかを判定することであって、前記パラメータは、
前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数を表しており、前
記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納された数に等
しいことと、
　前記移動局が前記ＣＤＭＡネットワークを用いて通信することが許可されている期間を
判定することと
を備えたコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載のコンピュータ読取可能媒体において、前記方法は更に、
　前記移動局のアイデンティティを格納することと、
　前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の数を表すパラ
メータが、前記移動局が前記一般的なグローバルゲートウェイにアクセスした回数の格納
された数に等しい場合、前記移動局のアイデンティティに基づいて、第一のネットワーク
から認証情報を取得することと
を備えたコンピュータ読取可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信システムと関し、特に、ＣＤＭＡネットワークとＧＳＭネッ
トワークとの間の認証を許可するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）は、本質的に、他の無線通信技術よりも相対的に大きな
帯域幅容量を持つ、すなわち、周波数帯域毎により多くの電話呼をサービスすることを可
能にするデジタル無線技術である。更に、ＣＤＭＡの拡散スペクトル原理は本質的に安全
な通信を提供する。参照することにより本明細書に組み込まれる米国特許４，９０１，３
０７号（特許文献１）は、音声呼と非音声コンピュータデータとの両方を送信するために
使用することができるＣＤＭＡシステムの詳細を説明している。
【０００３】
　ＣＤＭＡの利点にもかかわらず、他の原理を利用する他の無線システムが存在する。例
えば、世界の多くでは、時分割多元接続のバージョンを用いるＧＳＭが使用されている。
【０００４】
　ＣＤＭＡ原理、あるいはその他の無線原理が用いられようとも、無線通信システムは、
２つの主要部品、すなわち、無線通信アクセスネットワーク（ＲＡＮ：wireless radio a
ccess network）と、例えば公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、インターネット（特別にデー
タ呼のために限定されていないが）等のような外部システム及びＲＡＮと通信するコアイ
ンフラストラクチャとを持つものと考えることができる。様々な無線技術に関連付けられ
たコアインフラストラクチャは、ハードウェアに関しても、また、特殊化された典型的な
システム特有の呼スイッチング、加入と参加者認証と呼監視、及び課金をサポートするた
めの通信プロトコルの開発に関しても非常に高価になりうる。その結果、一つの無線シス
テムの通信プロトコル（ＧＳＭの場合、ＧＳＭプロトコル、ＣＤＭＡの場合、例えばｃｄ
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ｍａ２０００－１ｘやIS-41プロトコル）は、一つのシステム又はその他のシステムのコ
アインフラストラクチャにおいて、費用のかかる禁じられた変更がなくては、その他のシ
ステムとは互換にはならないかもしれない。
【０００５】
　ＣＤＭＡネットワークとＧＳＭネットワークとの間を相互ネットワークすることは望ま
しいであろう。これによって、ＣＤＭＡベースのＲＡＮを、その付随する利点とともに利
用することが可能となる。また、ＧＳＭは世界の多くに現存しているので、ＧＳＭベース
のコアインフラストラクチャを使用することが可能となる。
【０００６】
　従って、デュアルモード移動局は、例えばヨーロッパにいる場合にはＧＳＭコアインフ
ラストラクチャと有利にインタフェースし、米国にいる場合にはＣＤＭＡインフラストラ
クチャを有利に使用することが可能とされる。
【特許文献１】米国特許４，９０１，３０７号
【発明の開示】
【０００７】
　本出願は、２００３年３月１８日に出願された米国仮特許出願番号６０／４５５，９０
９からの優先権を主張する。
【０００８】
　本発明の一つの局面では、一般的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global
 gateway）は、ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、
ＧＳＭネットワークに加入した移動局（ＭＳ）を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可
能にするものであって、移動局がＧＧＧにアクセスした回数の数を格納するように構成さ
れたデータベースと、プログラムロジックを実行し、移動局からパラメータを取得したか
を判定するように構成されたロジックユニットとを備えている。このパラメータは、ＧＧ
Ｇと移動局との間のイベントについて相互に合意された予め定めたイベントのカウントを
表している。
【０００９】
　本発明の別の局面では、一般的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ：general global g
ateway）は、ＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の通信をサポートし、Ｇ
ＳＭネットワークに加入した移動局（ＭＳ）を、ＣＤＭＡネットワークを使って通信可能
にするものであって、移動局がＧＧＧにアクセスした回数の数を格納する手段と、プログ
ラムロジックを実行し、移動局からパラメータを取得したかを判定する手段とを備えてい
る。このパラメータは、移動局がＧＧＧにアクセスした回数を表しており、移動局がＧＧ
Ｇにアクセスした回数の格納された数に等しい。
【００１０】
　本発明の更に別の局面では、ＧＳＭネットワークに加入した移動局（ＭＳ）を、ＣＤＭ
Ａネットワークを使って通信可能にするＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの
間の無線通信の方法であって、移動局が一般的なグローバルゲートウェイ（ＧＧＧ）にア
クセスした回数の数を格納することと、移動局からパラメータを取得したかを判定するこ
ととを備えている。このパラメータは、移動局がＧＧＧにアクセスした回数を表しており
、移動局がＧＧＧにアクセスした回数の格納された数に等しい。
【００１１】
　本発明の更なる別の局面では、ＧＳＭネットワークに加入した移動局を、ＣＤＭＡネッ
トワークを使って通信可能にするＧＳＭネットワークとＣＤＭＡネットワークとの間の無
線通信の方法を実行するコンピュータプログラムによって実行可能な命令のプログラムを
組み込んだコンピュータ読取可能媒体であって、この方法は、移動局が一般的なグローバ
ルゲートウェイ（ＧＧＧ）にアクセスした回数の数を格納することと、移動局からパラメ
ータを取得したかを判定することとを備えている。このパラメータは、移動局がＧＧＧに
アクセスした回数を表しており、移動局がＧＧＧにアクセスした回数の格納された数に等
しい。
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【００１２】
　本発明の種々の実施例が示され、例示によって説明される以下の詳細記載から、当該技
術分野における熟練者であれば、本発明のその他の実施例も容易になることが理解される
。本発明は、その他の実施例及び別の実施例を実施することが可能であり、その幾つかの
詳細は全て、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく種々の別の観点において修正可
能であることが理解されるであろう。従って、図面及び詳細記載は、本質的に例示的とみ
なされ、限定的であるとはみなされない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、ＣＤＭＡネットワーク１２、ＧＳＭネットワーク１４、一般的なグローバルゲ
ートウェイ（ＧＧＧ）１６、及び移動局１８，２０，２２，２４からなる無線通信システ
ム１０のブロック図を示す。ＧＳＭ移動局２０は、加入者アイデンティティモジュール（
ＳＩＭ：Subscriber Identity Module）２６を含む。ＣＤＭＡ移動局２４はＳＩＭ２８を
含む。ＳＩＭ２６，２８は、当該技術分野で知られた原理に従って、移動局２０，２４と
それぞれ取り外し可能に接続している。一つの実施例では、ＧＧＧはＧＳＭグローバルゲ
ートウェイである。
【００１４】
　ＧＧＧ１６は、ＣＤＭＡネットワーク１２とＧＳＭネットワーク１４との間を相互ネッ
トワークする。ＧＧＧは、ＣＤＭＡネットワーク１２及びＧＳＭネットワーク１４との間
とのメッセージの送受信を可能にするトランシーバ（図示せず）を含む。
【００１５】
　ある実施例では、ＣＤＭＡネットワークは、ＡＮＳＩ－４１ネットワークである。ＣＤ
ＭＡネットワーク１２は、限定する訳ではないが、ｃｄｍａ２０００－１ｘ、及びｃｄｍ
ａ２０００－１ｘＥＶ－ＤＯを含むＣＤＭＡネットワークの任意の種類でありうることが
、当該技術分野における熟練者には明らかになるであろう。ＧＳＭネットワーク１４は、
限定する訳ではないが、ジェネラルパケットラジオサービス（ＧＰＲＳ）、ユニバーサル
モバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）、及び広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤ
ＭＡ）を含むＧＳＭネットワーク又は後継ネットワークの任意の種類でありうることもま
た、当該技術分野における熟練者には明らかになるであろう。
【００１６】
　ＧＳＭネットワーク１４は、ＧＳＭコア３０とＧＳＭ無線アクセスネットワーク３２か
らなる。ＧＳＭコア３０は、ＧＳＭホームロケーションレジスタ（ＧＳＭ　ＨＬＲ）３４
、ＧＳＭ認証センタ（ＧＳＭ　ＡｕＣ）３６、ＧＳＭショートメッセージセンタ（ＧＳＭ
　ＳＭＳＣ）３８、及びＧＳＭゲートウェイモバイル交換センタ（ＧＳＭ　ＧＭＳＣ）４
０からなる。ＣＤＭＡネットワーク１２は、ＣＤＭＡホームロケーションレジスタ（ＣＤ
ＭＡ　ＨＬＲ）４２、ＣＤＭＡ認証センタ（ＣＤＭＡ　ＡｕＣ）４４、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ
４６、及び関連付けられたＣＤＭＡ無線アクセスネットワーク（ＣＤＭＡ　ＲＡＮ）４８
からなる。
【００１７】
　ＣＤＭＡコア２０に加入を持つＧＳＭ移動局に関して、ＧＧＧ１６は、ＧＳＭネットワ
ーク１４へのビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）５０として機能する。ＧＳＭコア
３０に加入を持つＣＤＭＡ移動局２４に関して、ＧＧＧ１６は、ＣＤＭＡネットワーク１
２へのビジターロケーションレジスタ（Ｖｉｓｏｔｏｒ　ＬＲ）５２として機能する。
【００１８】
　移動局１８，２０，２２，２４は、両方のコアインフラストラクチャ１２，１４内に加
入を持つ必要はなく、コアインフラストラクチャ１２，１４のうちの一つのみに加入を持
てば良い。
【００１９】
　ＣＤＭＡコア２０に加入を持つＧＳＭ移動局と、ＧＳＭコア２４に加入を持つＣＤＭＡ
移動局との両方に関して、ＧＧＧ１６は、ショートメッセージサービスセンタ（ＳＭＳＣ
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）５４として機能する。ＧＧＧ１６がＳＭＳＣ５４を含むことができること、又はＳＭＳ
Ｃ５４と通信することができることは、当該技術分野における熟練者に明白となるであろ
う。
【００２０】
　移動局１８，２０は、ＧＳＭシグナリングプロトコル、ＧＳＭ認証手順、及びＧＳＭシ
ョートメッセージサービスをサポートする。同様に、移動局２２，２４は、ＣＤＭＡシグ
ナリングプロトコル、ＣＤＭＡ認証手順、及びＣＤＭＡショートメッセージサービスをサ
ポートする。
【００２１】
　ＧＳＭコア内に加入を持つＣＤＭＡ移動局２４の登録の間、ＧＧＧは、ＣＤＭＡネット
ワークにおける認証コントローラとして動作するが、ＧＳＭ認証メカニズムを用いてこの
移動局２４を認証する。同様に、ＣＤＭＡコア内に加入を持つＧＭＳ移動局２０の登録の
間、ＧＧＧは、ＧＳＭネットワークにおける認証コントローラとして動作するが、ＣＤＭ
Ａ認証メカニズムを用いてこの移動局２０を認証する。
【００２２】
　ＧＧＧは、ショートメッセージサービスセンタ５４を経由してメッセージセンタとして
動作する。ＣＤＭＡネットワークでは、ＧＳＭ　ＳＭＳメカニズムを使って移動局２４と
の間でＳＭＳメッセージが経路付けられる。言い換えると、ＣＤＭＡネットワークでは、
ＧＳＭメッセージは、ＣＤＭＡ　ＳＭＳメカニズムを使って、移動局２４との間でトンネ
ルされる。ＧＳＭメッセージは、ＣＤＭＡ　ＳＭＳメッセージ内でカプセル化される。同
様に、ＧＳＭネットワークでは、ＣＤＭＡ　ＳＭＳメカニズムを使って移動局２０との間
でＳＭＳメッセージが経路付けられる。言い換えると、ＧＳＭネットワークでは、ＣＤＭ
Ａメッセージは、ＧＳＭ　ＳＭＳメカニズムを使って、移動局２０との間でトンネルされ
る。ＣＤＭＡメッセージは、ＧＳＭ　ＳＭＳメッセージ内にカプセル化される。
【００２３】
　登録されたＧＳＭ加入者２４に到来する呼は、加入者のホームＧＳＭネットワーク１４
内のＧＳＭゲートウェイＭＳＣ（ＧＳＭ　ＧＭＳＣ）４０に到着する。ＧＭＳＣ４０は、
ＧＳＭ　ＬＲ５０に問い合わせて、ＣＤＭＡネットワーク１２内にある加入者２４の位置
を判定する。ＧＳＭ　ＬＲ５０の遠近法からのＧＳＭ加入者２４の位置は、ＧＧＧ１６内
にあり、ＧＳＭ　ＶＬＲとして見える。ＧＳＭ　ＬＲ５０がＧＧＧ１６から経路情報を要
求する時、ＧＧＧ１６は、サービスしているＣＤＭＡ　ＬＲ５２から経路情報を要求し、
この呼がＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６に経路付けられる。
【００２４】
　同様に、登録されたＣＤＭＡ加入者２０へ到来する呼は、加入者のホームＣＤＭＡネッ
トワーク１２内のＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６に到着する。ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６は、ＣＤＭＡ
　ＬＲ５２に問い合わせて、ＧＳＭネットワーク１４内にある加入者２０の位置を判定す
る。ＣＤＭＡ　ＬＲ５２の遠近法からのＣＤＭＡ加入者２０の位置は、ＧＧＧ１６内にあ
り、ＣＤＭＡ　ＶＬＲとして見える。ＣＤＭＡ　ＬＲ５２がＧＧＧ１６から経路情報を要
求するとき、ＧＧＧ１６は、サービスしているＧＳＭ　ＬＲ５０から経路情報を要求する
ので、呼はＧＳＭ　ＧＭＳＣ４０に経路付けられる。
【００２５】
　ＣＤＭＡベースの移動局２２，２４は、当該技術分野で知られたＣＤＭＡ原理に従って
ＣＤＭＡ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）４８を使用してＣＤＭＡ移動交換センタ（
ＭＳＣ）４６と通信する。実施例では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６は、ＩＳ－４１　ＭＳＣで
ある。
【００２６】
　同様に、ＧＳＭベースの移動局１８，２０は、当該技術分野で知られたＧＳＭ原理に従
って、ＧＳＭ　ＲＡＮ３２を使用してＧＳＭ移動交換センタ（ＧＳＭ　ＧＭＳＣ）４０と
通信する。
【００２７】
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　当該技術分野で知られたＣＤＭＡ原理に従って、ＣＤＭＡ　ＲＡＮ４８は、基地局と基
地局コントローラとを含む。実施例では、図１に示すＣＤＭＡ　ＲＡＮ２４はｃｄｍａ２
０００を使用し、特に、ｃｄｍａ２０００　１ｘ、ｃｄｍａ２０００　３ｘ、又はｃｄｍ
ａ２０００高データレート（ＨＤＲ）原理のうちの何れかを使用する。
【００２８】
　当該技術分野において知られたＧＳＭ原理に従って、ＧＳＭ　ＲＡＮ３２は、基地局と
基地局コントローラとを含む。実施例では、ＧＳＭ　ＲＡＮ３２は、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、
ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ、又はＷ－ＣＤＭＡの各原理のうちの何れかを使用する。
【００２９】
　ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６とＣＤＭＡ　ＲＡＮ４８とを備えたＣＤＭＡコアインフラストラ
クチャは、当該技術分野で知られたＣＤＭＡ原理に従ってＣＤＭＡ認証センタ（ＣＤＭＡ
　ＡＵＣ）４４及びＣＤＭＡホームロケーションレジスタ（ＣＤＭＡ　ＨＬＲ）４２を含
むかアクセスして加入者移動局２２を認証し、特定のＣＤＭＡコアインフラストラクチャ
によって要求されると、会計及び課金情報を収集する。
【００３０】
　同様に、ＧＳＭコア３０は、当該技術分野で知られたＧＳＭ原理に従ってＧＳＭ認証セ
ンタ（ＧＳＭ　ＡＵＣ）３６及びＧＳＭホームロケーションレジスタ（ＧＳＭ　ＨＬＲ）
３４を含むかアクセスして加入者移動局１８を認証し、特定のＧＳＭコアインフラストラ
クチャによって要求されると、会計及び課金情報を収集する。
【００３１】
　ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６は、ＧＧＧ１６を使用し、ＧＳＭネットワーク１４と通信する。
ＧＳＭネットワーク１４は、当該技術分野で知られたＧＳＭ原理に従ってＧＳＭ認証セン
タ３６及びＧＳＭホームロケーションレジスタ（ＧＳＭ　ＨＬＲ）３４を含むかアクセス
して加入者移動局２４を認証し、特定のＧＳＭコア３０によって要求されると、会計及び
課金情報を収集する。
【００３２】
　同様に、ＧＳＭ　ＧＭＳＣ４０は、ＧＧＧ１６を用いてＣＤＭＡネットワーク１２と通
信する。ＣＤＭＡネットワーク１２は、当該技術分野で知られたＣＤＭＡ原理に従ってＣ
ＤＭＡ認証センタ４４及びＣＤＭＡホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）４２を含むか
アクセスして、加入者移動局２０を認証し、特定のＣＤＭＡネットワーク１２によって要
求されると、会計及び課金情報を収集する。
【００３３】
　ＧＳＭコア３０及びＣＤＭＡコアインフラストラクチャの両方とも、例えば公衆交換電
話網（ＰＳＴＮ）及び／又はインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークのようなネ
ットワークと通信することができる。
【００３４】
　ＧＳＭコア３０内に加入を持つＣＤＭＡ移動局２４に関し、ＧＧＧ１６は、ＧＳＭネッ
トワーク１４に対するＶＬＲ５０として機能する。
【００３５】
ＧＧＧは、ＶＬＲ５０のためのＧＳＭプロトコル要件を満たしている。ＧＧＧは、到来す
る呼をＧＧＧ１６がＣＤＭＡネットワーク１２に経路付けることを除いて、ＧＳＭ仕様に
したがって、例えばＧＳＭ　ＨＬＲ３４及びＧＳＭ　ＳＭＳＣ３８のようなＧＳＭコアネ
ットワーク要素と相互作用する。ＧＳＭ　ＬＲ５０はまた、移動局がＣＤＭＡネットワー
ク１２内に登録するとき、ＧＳＭネットワーク１４を用いて位置更新を実行する。この意
味においては、ＧＧＧは、ＣＤＭＡネットワーク１２全体に対するＶＬＲとして動作する
。
【００３６】
　ＣＤＭＡネットワーク１２内に加入を持つＧＳＭ移動局２０に関し、ＧＧＧ１６は、Ｃ
ＤＭＡネットワーク１４に対するＶＬＲ５２として機能する。ＧＧＧは、ＶＬＲ５２のた
めのＣＤＭＡプロトコル要件を満たしている。ＧＧＧは、到来する呼をＧＧＧ１６がＣＤ
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ＭＡネットワーク１２に経路付けることを除いて、ＣＤＭＡＭ仕様にしたがって、例えば
ＣＤＭＡ　ＨＬＲ４２及びＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６のようなＣＤＭＡコアネットワーク要素
と相互作用する。ＣＤＭＡ　ＬＲ５２はまた、移動局がＧＳＭネットワーク１４内に登録
するとき、ＣＤＭＡネットワーク１２を用いて位置更新を実行する。この意味においては
、ＧＧＧは、ＧＳＭネットワーク１４全体に対するＶＬＲとして動作する。
【００３７】
　ＣＤＭＡネットワーク１２内にある移動局が、ＧＳＭネットワーク１４から呼ばれた場
合には、この呼が、標準的な仕様毎にＧＧＧ１６内のＣＤＭＡ　ＬＲ５２へ経路付けられ
る。ＧＧＧ１６は、この呼を、ＣＤＭＡネットワーク１２に経路付ける。ＣＤＭＡネット
ワーク１２は、最終的には、この呼を、移動局をサービスするＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６に経
路付ける。同様に、ＳＭＳがＧＳＭネットワーク１４からＣＤＭＡネットワーク１２へと
経路付けられれば、ＧＧＧ１６は、ＣＤＭＡネットワーク１２内のメッセージセンタ（図
示せず）へメッセージを経路付ける。
【００３８】
　ＧＳＭネットワーク１４内にある移動局が、ＣＤＭＡネットワーク１２から呼ばれた場
合には、この呼が、標準的な仕様毎にＧＧＧ１６内のＧＳＭ　ＬＲ５０へ経路付けられる
。ＧＧＧ１６は、この呼を、ＧＳＭネットワーク１４に経路付ける。ＧＳＭネットワーク
１４は、最終的には、この呼を、移動局をサービスするＧＳＭ　ＧＳＭＣ４０に経路付け
る。同様に、ＳＭＳがＣＤＭＡネットワーク１２からＧＳＭネットワーク１０へと経路付
けられれば、ＧＧＧ１６は、ＧＳＭネットワーク１４内のＧＳＭ　ＳＭＳＣ３８へメッセ
ージを経路付ける。
【００３９】
　移動局がＣＤＭＡネットワーク12に登録する時には、ＣＤＭＡネットワーク１２は、位
置更新表示をＧＳＭネットワーク１４へ送る。そして、ＧＳＭ　ＬＲ５０が、ＧＳＭコア
ネットワーク１４を用いて標準的な仕様に従って位置更新を実行する。
【００４０】
　移動局がＧＳＭネットワーク１４に登録する時には、ＧＳＭネットワーク１４は、位置
更新表示をＣＤＭＡネットワーク１２へ送る。そして、ＣＤＭＡ　ＬＲ５２が、ＣＤＭＡ
ネットワーク１２を用いて標準的な仕様毎に位置更新を実行する。
【００４１】
　ＧＳＭコア３０内に加入を持つＣＤＭＡ移動局２４に関して、ＧＧＧ１６は、ＣＤＭＡ
ネットワーク１２におけるＨＬＲ５２として動作する。ＣＤＭＡ　ＬＲ５２は、ＧＳＭの
ためのＨＬＲプロトコル要件をＣＤＭＡローミングに適合させるものとする。ＨＬＲが維
持する情報の重要な部分は、移動局２４をサービスするＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６のアドレス
である。ＧＧＧ１６内のＧＳＭ　ＬＲ５０が、呼をＣＤＭＡ１２側に経路付けるとき、Ｃ
ＤＭＡ　ＬＲ５２は、更に、それを、サービスしているＭＳＣ４６に経路付ける。
【００４２】
　ＣＤＭＡネットワーク１２内に加入を持つＧＳＭ移動局２０に関し、ＧＧＧ１６は、Ｇ
ＳＭネットワーク１４内のＨＬＲ５０として動作する。ＧＳＭ　ＬＲ５０は、ＣＤＭＡの
ためのＨＬＲプロトコル要件を、ＧＳＭローミングに適合させるものとする。ＨＬＲが維
持する情報の重要な部分は、移動局２０をサービスするＧＳＭ　ＧＭＳＣ４０のアドレス
である。ＧＧＧ１６内のＣＤＭＡ　ＬＲ５２が、呼をＧＳＭ１４側に経路付けるとき、Ｇ
ＳＭ　ＬＲ５０は、更に、それを、サービスしているＭＳＣ４０に経路付ける。
【００４３】
　ＧＧＧは、ＧＳＭ加入者２４のためのＣＤＭＡネットワーク内の認証コントローラ（Ａ
ＵＣ）として動作する。ＣＤＭＡネットワーク１２内のＡＵＣ４４は、移動局を認証する
ことと、ネットワークリソースへのアクセスの許可／拒否をすることに対して責任を持つ
。ＧＧＧにおけるＡＵＣ機能は、ＧＧＧ又はＭＳにおいてＡ－ｋｅｙプロビジョニングを
求めない。代わりにＧＧＧは、ＧＳＭシグナリングを経由したＧＳＭ認証方法とＧＳＭ認
証証明書とを用いて、移動局２４を認証する。ＧＧＧは、ＣＤＭＡ　ＡＵＣ４４によって
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受信可能な有効なメッセージに対して応答する。
【００４４】
　ＧＧＧは、ＣＤＭＡ加入者２０のためのＧＳＭネットワーク内の認証コントローラ（Ａ
ＵＣ）として動作する。ＣＤＭＡネットワーク１４内のＡＵＣ３６は、移動局を認証する
ことと、ネットワークリソースへのアクセスの許可／拒否をすることに対して責任を持つ
。ＧＧＧにおけるＡＵＣ機能は、ＧＧＧ又はＭＳにおいてＡ－ｋｅｙプロビジョニングを
求めない。代わりにＧＧＧは、ＣＤＭＡシグナリングを経由したＣＤＭＡ認証方法とＣＤ
ＭＡ認証証明書とを用いて、移動局２０を認証する。ＧＧＧは、ＧＳＭ　ＡＵＣ３６によ
って受信可能な有効なメッセージに対して応答する。
【００４５】
　ＧＧＧ１６は、ＣＤＭＡネットワーク１２内のメッセージセンタ（ＭＣ）として動作し
、ＧＳＭ　ＳＭＳメカニズムを使って、ＳＭＳメッセージを、ＣＤＭＡ移動局２４とＧＳ
Ｍ　ＧＭＳＣ４０との間に経路付ける。
【００４６】
　同様に、ＧＧＧ１６は、ＧＳＭネットワーク１４内のメッセージセンタ（ＭＣ）として
動作し、ＣＤＭＡ　ＳＭＳメカニズムを使って、ＳＭＳメッセージを、ＧＳＭ移動局２０
とＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６との間に経路付ける。
【００４７】
　ＣＤＭＡ　ＭＳ２４は、ＣＤＭＡネットワークにおいて有効なアイデンティティを持つ
ことが要求される。このアイデンティティが、ＧＳＭ国際移動電話加入者識別番号（ＩＭ
ＳＩ）と異なる（すなわち、このＣＤＭＡネットワークが真のＩＭＳＩを使用していない
）のであれば、ＧＧＧは、ＣＤＭＡアイデンティティとＧＳＭ　ＩＭＩＳとの間のマッピ
ングを提供する。当該技術分野における熟練者にとっては、移動局２４をユニークに識別
するための当該技術において周知の技術／方法が使用されうることが明らかになるであろ
う。
【００４８】
　ＧＳＭ　ＭＳ２０は、ＧＳＭネットワークにおいて有効なアイデンティティを持つこと
が要求される。ある実施例では、このアイデンティティは、（ＣＤＭＡネットワークが真
のＩＭＳＩを使用しないのであれば）ＧＳＭ　ＩＭＳＩである。ＧＳＭネットワークにお
けるアイデンティティが、ＣＤＭＡネットワークにおけるアイデンティティと異なるので
あれば、ＧＧＧは、ＧＳＭアイデンティティとＣＤＭＡアイデンティティとの間のマッピ
ングを提供する。当該技術分野における熟練者にとっては、移動局２０をユニークに識別
するために、当該技術において周知の技術／方法が使用されうることが明らかであろう。
【００４９】
　限定しない実施例では、移動局１８，２０は、京セラ、Ｓａｍｓｕｎｇ、又はＧＳＭ原
理及びエアによる（ＯＴＡ：over-the-air）ＧＳＭ通信エアインタフェースを用いるその
他の製造者によって製造された移動電話である。限定しない実施例では、移動局２２，２
４は、京セラ、Ｓａｍｓｕｎｇ、又はＣＤＭＡ原理及びエアによる（ＯＴＡ：over-the-a
ir）ＣＤＭＡ通信エアインタフェースを用いるその他の製造者によって製造された移動電
話である。しかしながら、本発明は、例えばラップトップコンピュータ、無線ハンドセッ
ト又は電話、データトランシーバ、又はページング及び位置決定受信機のようなその他の
移動局にもあてはまる。移動局は、必要に応じて車両（車、トラック、ボート、航空機、
列車を含む）に搭載されたポータブル又はハンドヘルドでありうる。しかしながら、無線
通信デバイスが一般にモバイルである一方、本発明は、いくつかの実施においては「固定
された」ユニットに適用することができると理解されるべきである。また、本発明は、デ
ジタル化されたビデオ情報を含むデータ情報、及び／又は音声を転送するために使用され
るデータモジュール又はモデムに適用され、有線又は無線リンクを用いて、他のデバイス
と通信する。さらに、予め定めた調整された或いは関連付けられた方法でモデム又はモジ
ュールを動作させ、複数の通信チャネルによって情報を転送させるために命令が使用され
うる。また、無線通信デバイスはしばしばユーザ端末、移動局、移動ユニット、加入者ユ
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ニット、移動無線又は無線電話、無線ユニット、あるいは幾つかの通信システムでは単に
「ユーザ」及び「モバイル」と称される。
【００５０】
　図２Ａ及び図２Ｂは、実施例に従って、ＧＳＭネットワーク１４内に加入を持つＣＤＭ
Ａ移動局２４を認証するフローチャートを示す。ステップ２０２では、移動局２４（ＭＳ
）が、ＣＤＭＡエリアへ移動し、制御フローはステップ２０４に進む。ステップ２０４で
は、移動局２４が、ＣＤＭＡ　ＲＡＮ４８を経由してＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６への登録シス
テムアクセスを開始し、制御フローは、ステップ２０６に進む。
【００５１】
　この登録システムアクセスは、ＣＤＭＡ　ＲＡＮ４８を経由したＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６
へのメッセージである。このメッセージは、移動局２４のアイデンティティを含む。実施
例では、移動局２４のアイデンティティは、ＳＩＭ２８によって提供される。実施例では
、移動局２４のアイデンティティはＩＭＳＩである。実施例では、移動局２４のアイデン
ティティはモバイル識別番号（ＭＩＮ：Mobile Identification Number）である。
【００５２】
　ステップ２０６では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６が、移動局アイデンティティに基づいて、
移動局２４がＧＳＭ加入者であるかを判定する。移動局２４のアイデンティティがＩＭＳ
Ｉである実施例では、ＭＳＣ４６が、この判定を行う。なぜなら、ＩＭＳＩは、その他の
情報の中でも、国を表すコードと、移動局が加入を持つネットワークとを含んでいるから
である。
【００５３】
　ＣＤＭＡに加入している移動局２２が試験中の移動局である場合には、制御フローはス
テップ２０８に進む。
【００５４】
　ステップ２０８では、移動局２２が、ＣＤＭＡ　ＨＬＲ４２とＣＤＭＡ　ＡＵＣ４４と
を用いて、ＣＤＭＡコアインフラストラクチャによるＣＤＭＡ原理を用いて認証される。
【００５５】
　ＧＳＭネットワーク１４内に加入を持つＣＤＭＡ移動局２４が試験中の移動局である場
合には、制御フローはステップ２１０に進む。ステップ２１０では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４
６が、ＧＧＧ１６内のＣＤＭＡ　ＬＲ５２に認証要求を送ることによってＧＧＧ１６にア
クセスし、制御フローは、実施例に従って、ステップ２１２に進む。別の実施例では、制
御フローはステップ２１４に進む。
【００５６】
　実施例では、移動局２４のアイデンティティが、認証要求の一部としてＣＤＭＡ　ＬＲ
５２に送られる。さもなければ、この認証要求に加えて、移動局２４のアイデンティティ
がＣＤＭＡ　ＬＲ５２へ送られる。
【００５７】
　実施例では、認証要求は、ＭＩＮ，ＥＳＮ，及びＣＯＵＮＴといったパラメータを含む
。ＥＳＮは、電子シリアル番号である。ＣＯＵＮＴは、ＧＧＧ１６と移動局２４との間の
イベントについて相互に合意された予め定めたイベントの数を表す。予め定めたイベント
が発生する毎に、移動局２４とＧＧＧ１６とは、特定の移動局２４についてのＣＯＵＮＴ
を更新する。実施例では、ＧＧＧ１６は、ＧＧＧ１６と対話するノードと、ＣＯＵＮＴの
更新を共有する。別のノードと更新機能を共有することによって、ＧＧＧ１６とその他の
ノードとの間のメッセージトラフィックが減少する。例えば、ＧＧＧ１６が、ＣＤＭＡ　
ＭＳＣ４６と、ＣＯＵＮＴを更新する機能を共有するのであれば、ＧＧＧ１６とＣＤＭＡ
　ＭＳＣ４６との間のメッセージトラフィックが減少する。
【００５８】
　実施例では、ＣＯＵＮＴは、移動局２４がＧＳＭネットワーク１４へのアクセスを試み
た回数を表す。移動局２４がＧＳＭネットワークへアクセスする度に、ＧＧＧは、特定の
移動局２４に対するＣＯＵＮＴを更新する。移動局２４はまた、ＧＳＭネットワーク１４
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にアクセスした回数に対して自身のＣＯＵＮＴを更新する。ＧＧＧ１６はＥＳＮの値を格
納する。別の実施例では、ＣＯＵＮＴは、移動局による認証に対する要求の回数を表す。
移動局２４及びＧＧＧ１６がカウントすることができるカウント可能な多くのイベントが
存在することが、当該技術分野における熟練者に明らかであろう。
【００５９】
　ステップ２１２では、ＧＧＧ１６が、ＣＯＵＮＴの値を、ＧＧＧデータベース内のカウ
ント値と比較する。ＣＯＵＮＴの値が、ＧＧＧデータベース内のカウント値と等しければ
、制御フローはステップ２１４に進む。ＣＯＵＮＴの値が、ＧＧＧデータベース内のカウ
ント値と等しくなければ、制御フローはステップ２１６に進む。アプリケーションに依存
して、認証要求を受け取っているかを判定するために様々な基準が適用されることが、当
該技術分野における熟練者にとっては明らかであろう。
【００６０】
　ステップ２１４では、認証要求返信結果（ＡＲＲＲ：Authentication Request Return 
Result）が真に設定され、制御フローがステップ２１８に進む。認証要求返信結果メッセ
ージは、認証要求の結果を示す。
【００６１】
　ステップ２１６では、認証要求返信結果が偽に設定され、制御フローがステップ２２０
に進む。
【００６２】
　真である認証要求返信結果に応答して、ＧＧＧ１６は、ＧＳＭネットワーク１４にアク
セスし、ＧＳＭ　ＨＬＲ３４及びＧＳＭ　ＡｕＣ３６から必要な認証情報を取得する。ス
テップ２１８では、実施例に従ってＧＧＧ１６が自己のデータベース内でＭＩＮを探索し
、対応するＧＳＭ　ＩＭＳＩを取得する。そして、移動局２４のＩＭＳＩとともにＧＳＭ
　ＨＬＲ認証メッセージをＧＳＭ　ＨＬＲ／ＡｕＣ３４，３６へ送ることによってＧＳＭ
ネットワーク１４にアクセスする。制御フローはステップ２２０に進む。
【００６３】
　方法ステップは、本発明の範囲から逸脱することなく相互交換することができる。従っ
て、ステップ２１８がステップ２２０の前に実行される必要が無いことは、当該技術分野
における熟練者には明らかとなるであろう。
【００６４】
　ステップ２２０では、ＧＧＧ１６が認証要求返信結果をＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６へ送り、
制御フローはステップ２２２へ進む。ステップ２２２では、認証要求返信結果が検査され
る。認証要求返信結果が真であれば、ステップ２２４では、ＧＧＧ１６がタイマＴＲＥＧ

をスタートさせ、制御フローはステップ２２６に進む。
【００６５】
　認証要求返信結果が偽であれば、制御フローはステップ２２８に進む。ステップ２２８
では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６が移動局認証メッセージを移動局２４に送り、移動局２４が
認証されていないことを示す。移動局は、アプリケーションに応じて認証を再試行するか
もしれないことは当該技術分野における熟練者には明らかとなるであろう。
【００６６】
　ＧＧＧは、プログラムロジックを実行するロジックユニット（図示せず）を含んでいる
。このロジックユニットは、汎用プロセッサ、特別アプリケーションプロセッサ、及び／
又はファームウェアを含みうることは、当該技術分野における熟練者には明らかとなるで
あろう。
【００６７】
　ステップ２２６では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６は、認証成功を示す認証要求返信結果を受
信すると、ＧＧＧ１６内のＣＤＭＡ　ＬＲ５２へ登録通知を送る。制御フローはステップ
２３０へ進む。
【００６８】
　ステップ２３０では、ＴＲＥＧが満了する前にＧＧＧ１６が登録通知を受信したかを判
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定する確認がなされる。ＴＲＥＧが満了する前にＧＧＧ１６が登録通知を受信したのであ
れば、制御フローはステップ２３２に進み、そうでなければステップ２３４へ進む。ステ
ップ２３２では、ＴＲＥＧが満了していないことを示すように登録通知返信結果が設定さ
れ、制御フローがステップ２３６へ進む。ステップ２３４では、ＴＲＥＧが満了したこと
を示すように登録通知返信結果が設定され、制御フローがステップ２３６へ進む。
【００６９】
　ステップ２３６では、ＧＧＧ１６が、登録通知返信結果を用いて登録通知に対して応答
し、ＴＲＥＧが満了したかを示す。登録通知返信結果は、ＧＧＧ１６からＣＤＭＡ　ＭＳ
Ｃ４６へ送られる。
【００７０】
　実施例では、ＧＧＧ１６が、登録通知返信結果とともに、又は登録通知返信結果の中で
メッセージを送り、ＳＭＳのみのモード／状況であることを示す。「ＳＭＳのみ」とは、
移動局２４がＳＭＳメッセージのみを送受信し、データ及び／又は音声メッセージを送受
信しないことを意味する。制御フローはステップ２３８へ進む。
【００７１】
　ステップ２３８では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６は、登録通知返信結果を受信すると、登録
受諾メッセージを移動局２４へ送る。登録通知返信結果のように、登録受諾メッセージは
、ＴＲＥＧが満了したかを示す。制御フローはステップ２４０へ進む。
【００７２】
　ステップ２４０では、移動局２４が、登録受諾メッセージが、受諾された登録を示すか
、すなわち、ＴＲＥＧが満了していないかを判定する。ＴＲＥＧが満了すれば、制御フロ
ーはステップ２４２へ進み、そうでなければ制御フローはステップ２４４へ進む。
【００７３】
　ステップ２４２では、移動局２４は、登録を再試行するか、あるいはしない。移動局ア
プリケーションに依存して、移動局が登録を再試行するか、あるいは再試行しないことは
、当該技術分野における熟練者には明らかとなるであろう。
【００７４】
　方法ステップは、本発明の範囲から逸脱することなく相互交換可能である。従って、当
該技術分野における熟練者には、ステップ２４４は、ステップ２４２の後に実行される必
要が無いことが明らかとなるであろう。
【００７５】
　ステップ２１８のＧＳＭ　ＨＬＲ認証メッセージがＧＳＭ　ＨＬＲ／ＡｕＣ　３４，３
６に送られた後に、ステップ２４４のみが実行される必要がある。ステップ２４４では、
ＧＳＭ　ＨＬＲ／ＡｕＣ　３４，３６は、認証パラメータを含むＧＧＧ認証メッセージを
ＧＧＧ１６へ送り、制御フローはステップ２４６へ進む。
【００７６】
　ＧＧＧ１６が登録通知返信結果をＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６へ送信し、ＧＳＭ　ＨＬＲ／Ａ
ｕＣ３４，３６からＧＧＧ認証メッセージを受信することに成功した後は、ステップ２４
６においてＧＧＧ１６がＧＳＭ認証要求メッセージをＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６へ送る。制御
フローはステップ２４８へ進む。ステップ２４８では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６が、ＧＳＭ
認証要求メッセージを移動局２４へ転送し、制御フローはステップ２５０へ進む。
【００７７】
　実施例では、アプリケーションは、ステップ２１０の元々の認証要求に適用された基準
とは別に、移動局を認証するための更なる基準を持ってよい。従って、実施例では、ＣＤ
ＭＡ　ＭＳＣ４６は、第２の認証要求（図示せず）をＧＧＧ１６へ送り、ＧＧＧ１６は、
この第２の認証要求（図示せず）に対して応答する。
【００７８】
　ステップ２５０では、移動局２４は、例えばＧＳＭ認証方法を用いた暗号鍵のような認
証パラメータを決定し、この認証パラメータを含む認証応答をＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６へ送
ることによって、ＧＳＭ認証要求メッセージに対して応答する。実施例では、この認証応
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答は、ＩＳ－６３７　ＳＭＳトランスポートを用いて送られる。制御フローはステップ２
５２へ進む。
【００７９】
　ステップ２５２では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６が、この認証応答をＧＧＧ１６へ転送し、
ＧＧＧ１６が、この認証パラメータを、ステップ２４４においてＧＳＭ　ＨＬＲ／ＡｕＣ
　３４，３６から取得した値と一致させることによって、認証パラメータを有効にする。
制御フローはステップ２５４へ進む。
【００８０】
　ステップ２５４では、ＧＧＧ１６が更新位置メッセージをＧＳＭ　ＨＬＲ３４へ送り、
移動局２４の位置を更新する。そして、制御フローはステップ２５６へ進む。ステップ２
５６では、ＧＳＭ　ＨＬＲ３４が、移動局２４のＧＳＭ加入者プロファイルデータを、Ｇ
ＧＧ１６内のＧＳＭ　ＬＲ５０へ送る。制御フローはステップ２５８へ進む。
【００８１】
　ステップ２５８では、ＧＧＧ１６が、このＧＳＭ加入者プロファイルデータを、ＣＤＭ
Ａ加入者プロファイルにマップし、認定命令（Qualification Directive）内のＣＤＭＡ
プロファイルデータをＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６へ送る。そして制御フローはステップ２６０
へ進む。認定命令は、移動局２４が認定された、すなわち、ＧＳＭネットワーク１４と通
信することが許可されたことを示す。移動局２４が認定されない場合には、移動局２４は
、ＧＳＭネットワーク１４（図示せず）と通信することが許可されない。実施例では、Ｇ
ＧＧ１６は、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６に対して「完全なプロファイル」を示す。これは、順
に移動局２４へ転送され、移動局２４がＳＭＳメッセージに限定されることなく送受信で
きることを移動局２４に対して示す。
【００８２】
　ステップ２６０では、ＣＤＭＡ　ＭＳＣ４６が認定命令に対して応答し、認定命令応答
（Qualification Directive Response）をＣＤＭＡ　ＬＲ５２へ送る。そして、制御フロ
ーはステップ２６２へ進む。
【００８３】
　ステップ２６２では、ＧＳＭ　ＬＲ５０がＧＳＭ加入者プロファイルデータを取得した
ことに応答して、ＧＧＧ１６が、ＧＳＭ加入者プロファイルデータ応答をＧＳＭ　ＨＬＲ
／ＡｕＣ　３４，３６へ送る。
【００８４】
　ＧＳＭ　ＨＬＲ３４が、ステップ２５４においてＧＧＧ１６から更新位置メッセージを
取得したことに応答して、ステップ２６４では、ＧＳＭ　ＨＬＲ３４が、この更新位置メ
ッセージに応答し、移動局２４の位置がＧＳＭ　ＬＲ５０において更新されたことを示す
更新位置メッセージ応答をＧＳＭ　ＬＲ５０へ送る。
【００８５】
　ここで示され、詳細に記載された具体的な「ＣＤＭＡネットワークとＧＳＭネットワー
クとの間の認証」が、本発明の上述した目的を完全に達成することができる一方、それは
本発明の現在の好適な実施例であり、よって、本発明によって広く考慮された主題の代表
であることと、本発明の範囲は、当該技術分野における熟練者に明らかになるその他の実
施例を完全に包含していることと、本発明の範囲は、単数の要素に対する参照が、明示的
に「一つ又は複数」と述べられていない限り「一つ及び一つのみ」を意味することを意図
していない添付特許請求の範囲以外の何れによっても制限されるものではないこととが理
解されよう。当該技術分野における通常の熟練者に周知あるいはその後周知になる上述し
た好適な実施例の要素に対する全ての構造的及び機能的な等価物は、ここで参照により明
確に組み込まれ、本特許請求の範囲によって包含されることが意図されている。更に、デ
バイス又は方法は、本発明によって解決されることが求められるそれぞれ及び全ての問題
に対処する必要は無い。なぜなら、それは特許請求の範囲によって含まれるべきであるか
らである。更に、本開示におけるいかなる要素、部品、又は方法ステップも、要素、部品
、又は方法ステップが特許請求の範囲において明示的に列挙されているかに関わらず、一
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般のために設けられているものではない。ここで、特許請求の範囲のどの要素も、もしも
「ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ」という文言を用いて明示的に列挙されておらず、また方法クレイ
ムの場合、「ａｃｔ」の代わりに「ｓｔｅｐ」として列挙されていなければ、３５ＵＳＣ
１１２条第６パラグラフの規定のもとで解釈されない。
【００８６】
　方法ステップは、本発明の範囲から逸脱せずに相互交換することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】図１は、ＣＤＭＡネットワーク、ＧＳＭネットワーク、一般的なグローバルゲー
トウェイ（ＧＧＧ）、及び移動局からなる無線通信システムのブロック図を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、実施例に従って、ＧＳＭネットワーク１４内に加入を持つＣＤＭＡ
移動局２４を認証するフローチャートを示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、実施例に従って、ＧＳＭネットワーク１４内に加入を持つＣＤＭＡ
移動局２４を認証するフローチャートを示す。

【図１】 【図２Ａ】
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